
（規則第２１条関係） 

景観形成活動団体（新規・変更・解除）認定申請書 

三 田 市 長  あて 

 

景観形成活動団体の（新規・変更・解除）の認定を受けたいので、三田市景観条例第２１条（第２項・

第３項・第４項）の規定により、次のとおり申請します。 

団 体 の 名 称  

団 体 の 事 務 所 

の 所 在 地 

〒 

 

団 体 の 構 成 員  

活 動 の 目 的  

活 動 区 域 三田市 

活 動 の 内 容 

ｱ. 景観形成の普及及び啓発に関すること 

ｲ. 景観資源の保全及び活用に関すること 

ｳ. 地域の良好な景観の形成のための構想及び計画の策定に関すること 

ｴ. 景観形成に関わる市民、事業者及び市との協働に関すること 

（詳細） 

 

添付図書等 

□ 構成員名簿  □ 活動実績・内容がわかる書類  □ その他 

 

 

受  付  欄 決  裁  欄 認  定  欄 
 課 長 副課長 課長補佐 係 長 主 任 係  

受付  年  月  日       認定  年  月  日 

番号 第      号       番号 第      号 

        

 

 令和  年  月  日 

 申請者 (住 所)  

  （名 称）  

  (代表者)  

  (電話番号)  

  (電子メール)  


